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小学校におけるカリキュラム・マネジメントの在り方に関する検討会議 

報告書 

 

平成２９年２月１４日 

 

本報告書のねらい 

（答申におけるカリキュラム・マネジメントの位置づけ） 

○ 中央教育審議会では、昨年１２月２１日に「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特

別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」の答申（以下「答申」と

いう。）を取りまとめ、次期学習指導要領等の目指す姿と、その実施に必要な方策につい

て提言した。現在、これらの提言に基づき、学習指導要領等の改訂に向けた作業が進めら

れているところである。 

○ 次期学習指導要領等の実施に当たって重要となるポイントの一つとして、「カリキュラ

ム・マネジメント」が挙げられている。これについては、答申の提言に基づいて考えれば、

以下の三つの側面から、教育課程に基づき組織的・計画的に教育活動の質の向上を図って

いくものとして捉えることができる。 

① 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校教育目標を踏まえた教科等横断的な

視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。 

② 教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種デ

ータ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサ

イクルを確立すること。 

③ 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて

活用しながら効果的に組み合わせること。 

（「時間」という資源をいかに活用するか） 

○ 小学校では平成３２年度から、中学年において外国語活動が、高学年において教科とし

ての外国語科が導入されることとなる。これに伴い、３年生から６年生までの学年での授

業時数が、それぞれ年間３５単位時間ずつ増加されることになる。 
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○ 各小学校では現在でも、学習指導要領に定められた内容を踏まえながら、児童の生活時

間及び教員の指導時間をどのように効果的に配分し、児童の生活や学びの質を高めていく

かについて創意工夫を凝らした取組が重ねられているところである。今後とも、年間３５

単位時間増となる中学年及び高学年の時間割の編成や、児童の主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた時間割の工夫といった新たな課題に、教育委員会や地域の校長会等と連携

して応えながら、カリキュラム・マネジメントの中で、こうした創意工夫を継続していく

ことが求められる。 

○ 本報告書は、こうした新たな課題に対応するために求められるカリキュラム・マネジメ

ントのうち、特に「時間」という限られた資源をどのように教育内容と効果的に組み合わ

せていくのかという点を中心にして、参考となるポイントを整理したものである。各学校

や各教育委員会等において、今後の小学校の時間割編成に向けた議論に活用されるものと

なることを期待1するとともに、国においても、この報告書の整理を基にしながら、新学習

指導要領の周知・移行期間に調査研究や好事例の普及が図られるよう強く求めたい。 

○ なお、本報告書には、カリキュラム・マネジメントや主体的・対話的で深い学びの実現

など、次期学習指導要領に向けたポイントとなる事項が含まれている。こうした事項の基

本的な考え方については、ぜひ答申を併せてご覧いただきたい。 

 

１．小学校における時間割編成の現状 

（１）法令上の規定と各学校の特色 

○ 小学校の各学年における各教科等それぞれの授業時数や、各学年における総授業時数は、

学校教育法施行規則の別表第一に規定されているとおりである。また、同表の備考では、

同表における授業時数の一単位時間は４５分とすると定められており、授業時数の管理に

当たって１単位時間を４５分として換算し確保していくこととされている。 

○ 同表に規定された授業時数のほか、学習指導要領総則の規定に基づき、各学校において

は、児童会活動、クラブ活動及び学校行事について適切な授業時数を充てることとされて

いる。また、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定める

ものとされている。 

                                            

1 本報告書は、小学校関係者を中心とした検討会において議論を深めた成果をまとめたものであるが、時間割

編成に当たって課題となる点や、新しい教育課程における時間割編成の基本的な考え方等は、中学校などに

おいても共通するものであり、他の学校種における時間割編成に関する議論にも活用されることを期待した

い。 
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○ 年間の授業週数については、学習指導要領総則の規定に基づき、児童の負担過重になら

ないよう、年間３５週（第１学年については３４週）以上にわたって行うように計画する

もの2とされている。また、休業日については、学校教育法施行規則第６１条に基づき、国

民の祝日並びに日曜日及び土曜日（各教育委員会が必要と認める日を除く。）のほか、各

教育委員会が学校教育法施行令第２９条の規定により定める日とされている。 

○ 各学校においては、各教育委員会が定める休業日を除いた年間授業日数の中で、法令に

定める授業時数を確保し、児童や学校、地域の実態に応じた時間割の工夫を行っている。

時間割編成には各学校の特色も見られるところであり、例えば週当たりの授業について、

５年生で比較したとき、標準的な週２８コマの実施が６２．７％を占めるものの、週２９

コマ以上実施している学校も３５．７％あり、週２７コマ以下で実施している学校もわず

かに（１．５％）あるところである。 

○ １時間目開始前の朝の時間や、昼休み前後の時間、放課後の時間などを、１５分程度の

教育課程内外の教育活動に充てる短時間学習の工夫なども、児童や学校、地域の実態を踏

まえつつ展開されているところ3である。また、年間の総授業日数や週数の設定4、土曜日

における授業の実施5などについても、学習指導要領の規定を踏まえつつ、小学校ごとの

特色がみられるところである。 

（２）一単位時間の考え方と現状 

○ 一単位時間については、遡れば、昭和２２年の小学校学習指導要領（試案）一般編にお

いて１単位６０分とされ6、昭和２６年には、６０分に小休憩の時間、教室移動の時間、次

の学習の準備の時間を含めて計算することとされた。これを受けた実態調査を行った結果、

大部分の小学校において、小休憩の時間等を除いた授業時間が４５分となっていることが

わかり、昭和３３年に告示された小学校学習指導要領においては、授業の一単位時間は  

４５分とすることが望ましいとされ、これには小休憩の時間等は含めないものとされた。  

                                            

2 年間の授業週数については、昭和４３年に行われた小学校学習指導要領改訂に先立ち、当時の教育課程審議

会・初等教育教育課程分科審議会において、３５週案、３８週案、４０週案の３案が議論されている。当時

の調査結果から、多くの学校における年間授業週数が４０週程度となっていることを踏まえつつ、現実には

授業に欠ける日数等もあることから、４０週をそのまま規定したのでは授業時数の確保が困難となるとされ、

授業に欠ける日数のほか、学校行事の行われる日数等も勘案して、３５週が授業週数とされることとなった。 

3 「平成 27年度公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査」P６ 

4 「平成 27年度公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査」P４。授業週数については、年間 

４０週程度を設定する小学校が多くなっている。 

5 「平成 27年度公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査」P14 

6 ただし、２０分ずつ３つに分けたり、３０分ずつ２つに分けたりするなど、分割して設定することが可能と

された。 
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○ このように、４５分という時間は、児童の集中力や学習の持続、指導内容のまとまりと

いう点からも実施しやすい時間として、児童の発達の段階や実態を踏まえた、教員の指導

の工夫の結果を基に定められてきたものである。現行学習指導要領では、一単位時間は  

４５分で換算することとしつつ、実際に一授業に充てる時間の設定は、各学校において適

切に定めることができるものとされているものの、最新の調査によっても、ほとんどの小

学校（９９．７２％）において、一授業の標準は４５分に設定されているところである。 

○ その一方で、朝や昼、放課後などの１５分程度を、短時間の授業時間として教科の学習

に充てたり、土曜日に実施される授業において、４５分を超えた長時間の授業の設定を弾

力的に行ったりする例もあり、児童や学校、地域の実態に応じた様々な工夫が見られると

ころである。 

○ こうした実態を踏まえ、これからの時間割編成に当たっては、引き続き４５分を標準と

して捉えながらも、児童の学びの内容に応じたどのような授業時間の工夫が可能なのか、

そして、その際どのような点に留意すべきかを、更に考えていく必要がある。 

 

２．時間割編成に当たっての課題 

○ 各小学校において、１．において述べた現状の中から、次期学習指導要領に対応した時

間割編成を進めていくためには、以下のような点が課題となると考えられる。 

（１）カリキュラム・マネジメントと時間割編成 

○ カリキュラム・マネジメントとは、本報告書冒頭に掲げている①～③の三つの側面から、

教育課程に基づき組織的・計画的に教育活動の質の向上を図っていくものである。各学校

の教育目標の設定や、教科等横断的な視点からの教育内容の配列、年間、単元、各授業等

にかかる指導計画の作成、児童や地域の実態の把握、教育活動の実施に必要な人的・物的

資源の確保など、教育課程を軸とした教育活動の改善・充実にかかわるすべての取組が、

カリキュラム・マネジメントの一環として実施されるものである。 

○ 時間割の編成も同様に、「時間」という限られた資源をどのように教育内容と効果的に

組み合わせていくのかという点で、カリキュラム・マネジメントの重要な一部であるとい

う意識を持って取り組まれることが必要である。現行の総則においても、例えば授業の一

単位時間は、児童の発達の段階や各教科等の学習活動の特質を考慮して適切に定めること

ができるなど、創意工夫を生かした弾力的な時間割編成が可能とされているところである。

今後は、こうした規定を生かしながら、学校の教育目標の実現や教科等間のつながり、地

域の資源の活用可能性等を検討しながら、時間という資源をより効果的に配分していくた

めには、どのような時間割がふさわしいのかを検討していくことが期待される。 
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○ また、弾力的な時間割を設定する場合、学校全体としての児童の生活を念頭に、それを

特定の学級や学年のみで行うのではなく、学校全体の時間割として検討していくことにな

る。すべての教科等の学習内容を見渡しつつ、また、児童の発達の段階を踏まえつつ、学

校全体として望ましい時間割とは何かを検討し、実施していく体制が不可欠である。 

（２）生活や学習のリズムの確立や質の向上と時間割編成 

○  特に小学校段階の学習においては、児童の学習規律の確立が学習の基盤となる。時間割

は、学校における児童の生活時間を効果的に配分し、日々の生活や学習のリズムを作り上

げていく効果も持つものである。日常的な生活や学習のリズムが身につくよう、なるべく

恒常的な時間割であることが望まれる。 

○ また、各教室には、発達障害も含めた多様な学習ニーズを抱えた児童が存在することを

踏まえれば、時間的な見通しが立てやすい時間割が望ましい。 

○ 一方で、児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けては、その時々の児童の学びの

実態や学習内容に対応した、弾力的な時間割の設定が望ましいとも考えられる。１．（２）

で見たような、朝や昼、放課後などの１５分程度を、短時間の授業時間として教科の学習

に充てたり、土曜日に実施される授業において、４５分を超えた長時間授業の設定を弾力

的に行ったりする様々な工夫は、児童の実態や学習内容を踏まえつつ、学びの質を高める

ための創意工夫の一例であると捉えることができる。 

○ 時間割編成に当たっては、生活や学習のリズムを確立するための恒常性と、児童の実態

や学習内容に応じて学びの質を高めるための弾力性のバランスを考えながら、児童や学校、

地域の実態に応じた編成を行っていくことが求められる。 

（３）指導計画の工夫や教材の在り方、指導体制の確保や業務環境の整備等と時間割編

成 

○ １．（２）で見たように、４５分という時間は、児童の集中力や学習の持続、指導内容

のまとまりという点からも実施しやすい時間であると認識されてきており、教科書等の教

材も、各学校の実態を踏まえ、４５分を標準としながら活用しやすいように構成されてい

るところである。 

○ 現在、短時間や長時間等の授業を弾力的に設定している学校においては、単元や題材な

どの内容や時間のまとまりの中で、弾力的な授業時間を設定する場合の指導計画上の位置

付けを工夫したり、教科書等の教材を基本としながら、児童の学びに合わせた活用の仕方

や、補助教材を独自に開発することなどの教材の工夫を行ったりしているところである。
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時間割を弾力的に設定する場合には、こうした指導計画の作成や、教材の活用や開発に向

けた教員への支援も必要となる7。 

○ こうした指導計画の工夫や教材の在り方に加えて、学校全体で時間割に応じた指導体制

の確保を図っていくことも重要となる。各学校や地域における教員の年齢構成を踏まえ、

指導や教材の工夫が行えるような力量を高め、必要な体制を確保していくことが求められ

る。また、時間割編成を弾力的にすれば、年間の授業時数の管理は複雑になるため、時間

割編成に当たっては、教員の業務環境も踏まえつつ、過度な業務負担を招かないような工

夫も求められるところである。 

 

３．新しい教育課程における時間割編成の基本的な考え方 

○ ２．に挙げた課題を踏まえれば、次期学習指導要領を見据えた時間割については、以下

のような考え方に基づき編成していくことが重要となる。 

（１）カリキュラム・マネジメントの中で、児童の学びの質の向上に貢献する時間割編

成 

○ 現在、各学校で編成されている時間割は、その時々の児童や地域の実態を踏まえながら、

各学校における実践的な経験をもとに様々な工夫が加えられ、作り上げられているものと

考えられる。今後は、新しい教育課程の中で、資質・能力の育成や、主体的・対話的で深

い学びの実現に向けた授業改善等を目指すことが明確にされていくことを踏まえ、カリキ

ュラム・マネジメントの中で、児童の学びの質の向上という観点から、時間割について見

直すべき点があるかどうかを再検討していくことが求められる。 

○ それはすなわち、教育内容と時間とをどう効果的に組み合わせれば、児童の思考の流れ

と学習活動の流れがかみ合い、主体的・対話的で深い学びに向かっていくことができるか

を考え、創意工夫を重ねていくことである。４．（２）に示すような、短時間や長時間等

                                            

7 こうした弾力的な時間割の工夫と、（２）に掲げた時間割の弾力性と恒常性に関する議論を突き詰めれば、児

童や学校、地域の実態によっては、年間授業時数は確保しつつ、４５分より短い時間等をすべての授業の標

準としていくことや、義務教育学校において中学校と授業時間を揃えていくことなどが望ましい学校もあり

得るのではないかという議論につながる。この場合においては、４５分を標準に作成されている教科書等の

教材をどう活用していくのか、すべての学年や教科等にわたって指導計画の作成にどのような影響があるの

か、休憩時間のとり方をどのように工夫していくべきか、教育内容と時間の関係について専属で研究を行う

教員の存在など研究体制はどのように確保していくのか、特色ある授業時数の設定に関する家庭や地域も含

めた関係者の理解をどのように図っていくのか、時数管理が複雑化しないかなど、課題として考えられるい

くつかの点について論点を整理するため、希望する学校において先行的な調査研究を行い、将来的な考え方

につなげていくことが求められる。 
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の弾力的な授業時間の設定についても、単なる時数確保のための工夫にとどまらず、こう

した児童の学びの質の向上を図るための工夫の一つとして検討されることが重要である。 

○ こうした考え方に立てば、現在授業の標準となっている４５分についても、児童の学び

の質をどのように高めていくかという観点から、単元や題材などの内容や時間のまとまり

の中で４５分の授業がどのように位置付けられ、それを充実した時間にしていくためにど

のような指導の配分や工夫が考えられるのか等について、不断に研究が重ねられていくこ

とが望まれる。また、教育課程内と教育課程外の学校教育活動の時間をどのように組み合

わせて、子供たちの生活時間を有意義なものとしていくかという視点も重要である。 

○ こうした検討は、時間割が学校全体としての児童の生活時間や教員の指導時間を規定し

ていくものであることを踏まえれば、管理職を中心として、学校全体として取り組んでい

くことが求められる。管理職には、児童の学びの質の向上に向けて、時間という資源をい

かに効果的に配分できるのか自校の課題を把握し、教員の業務環境や教材開発の力量、人

的・物的資源の状況等を踏まえながら、適切なカリキュラム・マネジメントの方向性を、

教育委員会とも連携しつつ描いていくことが求められる。 

（２）児童や学校、地域の実態を踏まえ、弾力性と恒常性のバランスのとれた時間割編

成 

○ 各学校では、児童や学校、地域の実態を適切に把握し、学習内容に応じた弾力的な時間

割の工夫と、生活や学習のリズムの確立に向けた恒常的な時間割の確立のバランスを図る

ことが求められる。例えば、学習規律の確立がすでに図られている学校であれば、学習内

容に応じた弾力的な時間割の設定は学びの質の向上に効果的であるかもしれないが、学習

規律が確立していない中で弾力的な時間割の設定を優先すれば、児童の生活に混乱を来す

おそれもある。 

○ このように、効果的な時間割の在り方は、児童や学校、地域の実態に応じてさまざま考

えられるところであり、各学校においては、これまでの実践を通じた経験を活かしつつ、

時間割の弾力性と恒常性のバランスを念頭に検討していくことが求められる。 

○ また、時間割の編成に当たっては、それに対応した教材や指導体制が確実に確保できる

かどうか、時数管理の業務が円滑に処理できるかどうかなど、各学校の指導体制や業務環

境に関する実態や、指導計画作成や教材の開発に関する各教員の力量等も考慮して検討を

進めていくことが重要である。 
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４．授業時数増に対応した時間割の編成 

○ 新しい教育課程における時間割編成については、中学年からの外国語活動及び高学年か

らの教科としての外国語科の導入に伴う授業時数の増にどのように対応していくか、とい

うことが喫緊の課題となっている。 

（１）考えられる選択肢 

○ 新しい学習指導要領の方向性8や、各小学校における時間割の現状を踏まえつつ、３．

（１）及び（２）において整理した基本的な考え方に基づき、今後中学年及び高学年でそ

れぞれ年間３５単位時間増となる授業時数を確保しながら時間割を編成していくに当た

り、取り得る選択肢としては以下のような例が考えられる（資料１参照）。 

①年間授業日数を増加させて時間割を編成 

年間の授業日数を増加することによって、年間３５単位時間分を確保。具体的には、例

えば１日６コマを６日間実施すること、又は一日４コマを９日間実施することなどによ

って対応できる。これらの日数を、長期休業期間の調整や土曜日の授業実施等によって

確保することが考えられる。 

 〔考え方〕 

児童の毎日や毎週の生活や学習のリズムを変えることなく、４５分を標準としたこれま

でと同じ時間配分を維持することができる。ただし、休業日における児童の多様な学習

機会はその分制約を受けることとなる。また、授業週数が増える場合には、週の教科等

の時間割はこれまでより変則的になることもある。 

 〔実施の前提として必要となる条件整備等〕 

長期休業期間の調整や土曜日の授業実施に、地域や家庭の理解を得られること。 

長期休業期間における児童の多様な学びの機会が確保できること。 

休業日の調整などを、教育委員会が主導して行う体制があること（地域によっては、中

学校の休業日の調整なども必要となる）。  

②週当たりの授業時数を増加させて時間割を編成 

 ②－１ ４５分授業のコマは増やさず、短時間や長時間等の授業を設定 

週の時間割の中に、短時間や長時間等の授業を複数位置づけることにより、年間３５単

位時間分を確保。具体的には、例えば一回１５分の短時間の授業を週３回位置付けるこ

                                            

8 小学校における新しい教育課程や時間割編成についての考え方については、答申の第２部第１章２．小学校

の項を参照のこと。 
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とや、４５分授業のコマと組み合わせた６０分の長時間の授業を週３回位置付けること、

短時間や長時間、３０分の授業などを柔軟に組み合わせて週あたり４５分を確保してい

くことなどが考えられる。 

〔考え方〕 

４５分に加えて、１５分や３０分、６０分など、学習内容や児童の実態等に応じた柔軟

な授業時間の設定が可能となる。 

休業日における児童の多様な学習機会や、児童の補習や主体的な学習活動、校内会議や

研修等に充てられているコマを維持することができる。 

ただし、弾力的な授業時間を念頭に、学習規律の確立や教育内容の計画的な実施がより

求められる。 

〔実施の前提として必要となる条件整備等〕 

学習規律が確立されており、弾力的な時間割の設定に対応できる児童の集中力、持続力

等があること。 

すでに朝学習や昼学習が行われている帯時間の活用について、学校全体の取り組みの調

整が可能であること。 

学校全体での授業時数の管理体制が整っていること。 

短時間や長時間等の授業に対応した授業準備や教材開発、指導体制の確保等が可能であ

ること。 

 ②－２ ４５分授業のコマを週一つ増やして設定 

週の時間割に、４５分授業のコマを週一つ増やして、年間３５単位時間分を確保。 

〔考え方〕 

児童の毎日や毎週の生活や学習のリズムを変えることなく、４５分を標準としたこれま

でと同じ時間配分を維持することができる。 

休業日における児童の多様な学習機会を維持できる。ただし、これまで児童の補習や主

体的な学習活動、校内会議や研修等に充てられているコマは維持できなくなる。 

〔実施の前提として必要となる条件整備等〕 

児童の補習や主体的な学習活動、校内会議や研修等に充てられている時間を維持できな

くなるため、これらの活動の調整が可能であること。 

毎日６コマの授業に対応できる児童の集中力、持続力等に問題がないこと。 

在校時間の延長について、放課後の地域活動などとの調整が可能であること。 
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③年間授業日数の増と週当たり授業時数の増を組み合わせて時間割を編成 

年間の授業日数の見直しと、週当たり授業時数の増を組み合わせて、年間３５単位時間

分を確保。具体的には、例えば一回１５分の短時間の授業又は６０分の長時間の授業を

週２回設定して２３単位時間分を確保し、加えて、年間授業日数の増により１２単位時

間分（一日６コマであれば２日、４コマであれば３日）確保することなどが考えられる。

このほか、短時間の授業を週１回実施してその他は年間授業日数の増により対応するな

ど、児童や学校、地域の実態に応じた組合せが考えられる。 

〔考え方〕 

児童の日々の生活や学習のリズムの維持と、学習内容や児童の実態等に応じた授業時間

の設定を柔軟に組み合わせ、時間割の弾力性と恒常性のバランスを図りながら実施する

ことができる。 

授業日数の調整や、短時間や長時間の授業設定に必要となる様々な条件整備についての

検討が、他案と比べれば比較的行いやすい。 

〔実施の前提として必要となる条件整備等〕 

①及び②－１と同様であるが、調整にかかる日数や弾力的な授業時間を設定する授業の

数が少ないため、比較的検討が行いやすい。ただし、時数の管理体制はよりしっかりと

確立していく必要がある。 

（２）短時間や長時間等の授業時間の設定に関する考え方 

○ （１）②－１又は③における短時間や長時間等の授業時間の設定は、３．（１）の「カ

リキュラム・マネジメントの中で、児童の学びの質の向上に貢献する時間割編成」及び（２）

の「児童や学校、地域の実態を踏まえ、弾力性と恒常性のバランスの取れた時間割編成」

という基本的な考え方に基づき、各学校の特色ある時間割編成を実現するための効果的な

手段となるものである。 

○ その実施に当たっては、各教科等の特質を踏まえた検討を行うこと、単元や題材といっ

た時間や内容のまとまりの中に適切に位置付け、授業のねらいを明確にして実施すること、

そうしたまとまりの中で使われる教科書などの教材を活用したり、教科書などと関連付け

た教材を開発したりするなどして実施すること等が重要となる。 

○ 短時間や長時間等の授業時間の設定に関して、教科等別に考えられる扱いは資料２のと

おりである。特に、新たに導入される高学年の外国語科については、答申においても、「教

材については、教科書が、今回改訂の教科化の内容に対応したものとなることが重要であ

り、弾力的な時間割編成の考え方も踏まえた教科書の在り方を具体的に関係者間で共有し、

充実した質の高い教科書の作成に結びつけるためにも、教科化に対応した新たな教材を平
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成３０年度には先行して活用できるようにする必要がある」とされており、各学校におい

て、こうした教材を踏まえた授業研究がすすめられ、短時間や長時間等の授業設定を行う

場合にも、児童の学びにとって効果的なものとなるようにしていくことが必要である。 

○ また、教育課程外の短時間を活用した継続的な学習や知識・技能の習熟・定着などに向

けた活動が、すでにかなりの割合で実施されている国語や算数の学習に関しては、国語科

や算数科の授業として短時間を活用する場合には、単元のねらいと離れバランスを欠いた

活動に陥らないよう、学習指導要領等を踏まえた指導上の留意点を共有していくとともに、

教科書などの教材が適切に活用されるようにしていくことも重要である。 

○ こうした短時間や長時間等の授業時間の設定にあたっては、特定の学年だけを念頭に置

くのではなく、すべての学年を見通した時間割の検討が求められることに留意が必要であ

る。特に、新しい教育課程における総授業時数は、高学年のみならず４年生から年間１０

１５時間となる予定である。例えば、（１）③の選択肢をとるとして、仮に高学年での短

時間や長時間等の授業時間の設定を、週２回程度外国語科において行うことを検討する場

合でも、４年生の段階では他の教科でどのような対応を行うのか検討する必要が生じる。

教育委員会や地域の校長会等とも連携しながら、学校全体の教育活動を見通した検討を行

っていくことが求められる。 

○ 以上のような点を踏まえて実施されれば、短時間や長時間等の弾力的な授業時間の設定

は、児童の主体的・対話的な学びを実現する豊かな授業の創意工夫の一つの選択肢となり

得るものである。国や教育委員会においては、好事例の普及や調査研究等を通じて、教員

の授業研究や教材開発に向けた取り組みを支援するよう強く求めたい。 

（３）児童や学校、地域の実態を踏まえた年間計画や時間割編成の最適な在り方を判断

することの重要性 

○ 時間という限られた資源をどのように配分していくかは、（１）に掲げられたいずれの

選択肢をとるにしても、それぞれの課題に対応していくことが求められるところである。 

○ 各学校においては、３．（１）及び（２）に示した時間割編成の基本的な考え方を踏ま

え、児童の生活や学習のリズムや学びの質に関する現状と課題、自校の教員の業務環境や

カリキュラム・マネジメントに関する力量、地域の教育活動の実態等を適切に把握し、教

育委員会や地域の校長会等とも連携しながら、児童の学びの質の向上や教職員の活躍につ

ながる、年間計画や時間割編成の最適な在り方を慎重に検討していくことが求められる。 
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５．各学校における時間割編成を支えるために必要な方策 

（１）各学校の特色ある時間割編成に向けた教育委員会等との連携 

○ 新しい教育課程において、児童の学びの質の向上や教職員の活躍につながる年間計画や

時間割編成の最適な在り方を検討していくに当たっては、年間授業日数も含めた学校管理

規則の見直し、地域の教育活動全般との調整、空調などの設備や給食の確保、教員の代休

など服務管理の調整、研修日程の見直し、弾力的な時間割設定に対応した指導や教材の在

り方の普及など、各学校の課題を超えて、教育委員会に求められる役割も多い。各学校と

教育委員会、校長会等が、それぞれの役割を明確にしながら、連携して検討を進めていく

ことが必要である。 

○ その際、地域によっては、教育委員会において、一律の時間割編成や授業時数管理の厳

密な計画性を過度に求めるあまり、各学校の特色ある時間割編成が事実上困難となってい

るとの指摘もあるところである。各教育委員会においては、学習指導要領に加えて新たな

管理を行うのではなく、学習指導要領に基づく各学校の特色ある取組を支援するとの視点

に立って、各学校が創意工夫を重ね、各学校や各教員のカリキュラム・マネジメントに関

する力量を高めていけるようにしていくことが期待される。 

（２）具体的な時間割編成の在り方に関する事例収集や調査研究と、好事例の普及 

○ 国においては、来年度予算案に盛り込まれた「これからの時代に求められる資質・能力

を育むためのカリキュラム・マネジメントの在り方に関する調査研究」の着実な実施を通

じて、本報告書に基づく時間割編成の実践と成果の検証を行うとともに、これまでの時間

割編成に関する事例の更なる発掘と分析を行い、それらの普及を図ることが求められる。 

○ 各教育委員会においては、こうした国の動きとも連携しながら、それぞれの地域におけ

る実態の把握と好事例の普及、学習指導要領の全面実施を見据えた各学校の時間割編成の

計画的な移行への支援等を行っていくことが求められる。 

（３）教材や指導体制の整備 

○ 国においては、（２）で述べた調査研究や成果の普及の中で、全体の時間割編成の工夫

についてのみならず、弾力的な授業時間に対応した各教科等の指導や教材の在り方の普及

も併せて図っていくことが求められる。教材の在り方については、教科書作成者にも考え

方の共有を図っていくことが必要である。外国語科及び外国語教育については、答申も踏

まえ、先行して新たな教材を示していくことや、指導体制の確保を計画的に図っていくこ

とが求められる。 
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○ 各教育委員会においては、こうした国の動きとも連携しながら、各教科等における指導

や教材の在り方について普及を図るとともに、必要な指導体制の確保を計画的に図ってい

くことが求められる。 

（４）周知・移行期間におけるスケジュール 

○ 学習指導要領が全面実施となる平成３２年度に向けて、来年度（平成２９年度）は周知

期間、平成３０～平成３１年度は移行措置が実施される移行期間となる。 

○ 移行期間においても、先行的に新しい教育課程の内容を実施する学校が見込まれるとこ

ろであることから、国や教育委員会においては、（２）に述べた調査研究の成果等も含め、

各学校が児童や学校、地域の実態を踏まえた年間計画や時間割編成の最適な在り方を判断

するために必要な情報を、来年度の周知期間において提供していくとともに、移行期間に

おける指導体制の確保や教材に基づく校内研修の充実等を計画的に推進していくことが

求められる。 



（別 添） 

 

資料１  考えられる選択肢（イメージ）・・・・・・・・・・１４ 

 参考１ 年間行事計画の例・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

 参考２ 時間割のイメージ・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

 参考３ 休業日の定めを弾力化した学校管理規則の例・・・・２２ 

 

資料２  短時間または長時間の授業時間の設定に際しての留意点

及び考えられる学習活動例・・・・・・・・・・・・２７ 

 

資料３  小学校におけるカリキュラム・マネジメントの在り方に

関する検討会議協力者名簿・・・・・・・・・・・・２９ 

 



考え方 実施の前提として必要となる条件整備等 各学校の時間割編成を支える取組

【案１】
　年間授業日数を増
加させて時間割を編
成

○年間の授業日数を増加することによって、年間
３５単位時間分を確保。

具体的には、例えば１日６コマを６日間実施するこ
と、又は一日４コマを９日間実施することなどに
よって対応できる。これらの日数を、長期休業期
間の調整や土曜日の授業実施等によって確保す
ることが考えられる。

児童の毎日や毎週の生活や学習のリズムを変えることな
く、４５分を標準としたこれまでと同じ時間配分を維持するこ
とができる。ただし、休業日における児童の多様な学習機会
はその分制約を受けることとなる。また、授業週数が増える
場合には、週の教科等の時間割はこれまでより変則的にな
ることもある。

・長期休業期間の調整や土曜日の授業実施に、地域や家庭の理
解を得られること。
・長期休業期間における児童の多様な学びの機会が確保できる
こと。
・休業日の調整などを、教育委員会が主導して行う体制があるこ
と（地域によっては、中学校の休業日の調整なども必要となる）。

・学校管理規則の見直し（参考３）
・年間行事計画の在り方の検討（参
考１）
・関連の行事（スポーツ、社会教育
団体等）との調整
・空調などの設備や給食の確保
・教員の代休など服務管理の調整
・教育センターの研修日程の見直し
　　　　など

【案２－１】
○週の時間割の中に、短時間や長時間等の授業
を複数位置づけることにより、年間３５単位時間分
を確保。

具体的には、例えば一回１５分の短時間の授業を
週３回位置付けることや、４５分授業のコマと組み
合わせた６０分の長時間の授業を週３回位置付け
ること、短時間や長時間、３０分の授業などを柔軟
に組み合わせて週あたり４５分を確保していくこと
などが考えられる。

４５分に加えて、１５分や３０分、６０分など、学習内容や児童
の実態等に応じた柔軟な授業時間の設定が可能となる。
休業日における児童の多様な学習機会や、児童の補習や
主体的な学習活動、校内会議や研修等に充てられているコ
マを維持することができる。
ただし、弾力的な授業時間を念頭に、学習規律の確立や教
育内容の計画的な実施がより求められる。

・学習規律が確立されており、弾力的な時間割の設定に対応でき
る児童の集中力、持続力等があること。
・すでに朝学習や昼学習が行われている帯時間の活用につい
て、学校全体の取り組みの調整が可能であること。
・学校全体での授業時数の管理体制が整っていること。
・短時間や長時間等の授業に対応した授業準備や教材開発、指
導体制の確保等が可能であること。

【案２－２】
○週の時間割に、４５分授業のコマを週一つ増や
して、年間３５単位時間分を確保。 児童の毎日や毎週の生活や学習のリズムを変えることな

く、４５分を標準としたこれまでと同じ時間配分を維持するこ
とができる。
休業日における児童の多様な学習機会を維持できる。ただ
し、これまで児童の補習や主体的な学習活動、校内会議や
研修等に充てられているコマは維持できなくなる。

・児童の補習や主体的な学習活動、校内会議や研修等に充てら
れている時間を維持できなくなるため、これらの活動の調整が可
能であること。
・毎日６コマの授業に対応できる児童の集中力、持続力等に問題
がないこと。
・在校時間の延長について、放課後の地域活動などとの調整が
可能であること。

【案３】
　年間授業日数の増と
週当たり授業時数の
増を組み合わせて時
間割を編成

○年間の授業日数の見直しと、週当たり授業時
数の増を組み合わせて、年間３５単位時間分を確
保。

具体的には、例えば、一回１５分の短時間の授業
又は６０分の長時間の授業を週２回設定して２３
単位時間分を確保し、加えて、年間授業日数の増
により１２単位時間分（一日６コマであれば２日、４
コマであれば３日）確保することなどが考えられ
る。このほか、短時間の授業を週１回実施してそ
の他は年間授業日数の増により対応するなど、児
童や学校、地域の実態に応じた組合せが考えら
れる。

児童の日々の生活や学習のリズムの維持と、学習内容や
児童の実態等に応じた授業時間の設定を柔軟に組み合わ
せ、時間割の弾力性と恒常性のバランスを図りながら実施
することができる。
授業日数の調整や、短時間や長時間の授業設定に必要と
なる様々な条件整備についての検討が、他案と比べれば比
較的行いやすい。

①及び②－１と同様であるが、調整にかかる日数や弾力的な授
業時間を設定する授業の数が少ないため、比較的検討が行いや
すい。ただし、時数の管理体制はよりしっかりと確立していく必要
がある。

・案１、案２に同じ（参考２－３）

考えられる選択肢

【案２】
　週当たりの授業時数
を増加させて時間割を
編成

・各学校の年間計画や時間割編成
を支える取組。（参考２－１、２－２）
・15分のコマ（15分､60(45+15)分）を
活用した指導計画の在り方の検討
・教務支援、校務支援に関するシス
テムの整備　　　など

考えられる選択肢（イメージ） 資料1

○ 今後、各小学校において、中学年及び高学年でそれぞれ年間３５単位時間増となる授業時数を確保しながら時間割を編成していくに当たり、取り得る選択肢としては以下のような例が考えられる。

○ 各学校においては、児童や学校、地域の実態を踏まえながら児童の学びの質の向上や教職員の活躍につながる年間計画や時間割編成の最適な在り方を検討することが求められる。

○ 時間割の検討は、①カリキュラム・マネジメントの中で、児童の学びの質の向上に貢献する時間割編成、②児童や学校、地域の実態を踏まえ、弾力性と恒常性のバランスのとれた時間割編成、という双方

の観点を踏まえて行うことが求められる。
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○○市立B小学校

日 曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事 日 曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事 日 曜 行事 曜 行事 曜 行事

1 金
学年始め休業～6日
着任式 新年度準備
学年会　引継ぎ

日
水
ス

朝の運動②

救命法講習（４校時）
金

不審者対応訓練
コミサポ① 月 1 木

始業式
給食なし4校時 土 火 木 中学体験(6年中学訪問) 1 日 元　日

水
ス

学校評議員会③　Ｂ校長会

定例研4校時日課　朝運⑥

水
た

たてわり⑪（ありがとうの会）

委員会活動⑪（5・6年6校時）

生特⑩

2 土 月
1年生を迎える会
全校遠足　家庭訪問④ 木 眼科検診2・4・6年＋抽 土 火 市内水泳大会 2 金

登校指導②-1
平常日課　給食開始 日

水
学

授業研究会① 金 2 月 木 中学入学説明会 木

3 日 火 憲法記念日 金 学力テスト2～5年 日 水 水泳大会予備日 3 土 月
委員会活動⑥
成績一覧・所見最終提出 木 文化の日 土 3 火 金

コミサポ②
初任研⑦（まとめ） 金

６年生を送る会
保護者会

4 月
企画運営委員会
研究推進委員会 水 みどりの日 土 月

委員会活動④
生徒指導特別支援部会④ 木 4 日 火 通知表提出 金 日 4 水 土 土

5 火
職員会議
研究日① 木 こどもの日 日 火 ＰＴＡ代表委員会 金 5 月

登校指導②-2委員会活動⑤

生徒指導特別支援部会⑤

水
読

読書⑥ 土
月
た

委員会活動⑧　たてわり
⑦
生徒指導特別支援部会⑧

5 木 日 日

6 水
入学式準備①
生徒指導特別支援部会① 金 １・４年生交通安全教室

月
集

委員会活動③　スポーツテスト

期間～17日　生徒指導特別支援

部会③　陸上応援

水
読

5年林間学校①　読書④ 土 6 火 木
集金日
生徒指導特別支援部会⑥ 日 火 6 金

出会いの会
給食なし4校時 月

委員会活動⑩
生徒指導特別支援部会⑨ 月 6年変則5校時日課

7 木
着任式　始業式
３校時日課　入学式準備
②

土 火 木
5年林間学校②
Ｂ校長会 日 7

水
読

６年修学旅行①　読書⑤ 金 月
委員会活動⑦
生徒指導特別支援部会⑦

水
学

研究授業②
Ｂ校長会 7 土 火 火 6年変則5校時日課

8 金 入学式 日
水
学

定例研　４校時　Ｂ校長
会
４年自然教室①

金 5年林間学校③ 月 8 木 6年修学旅行② 土
中学文化祭　幼稚園運動会

（幼稚園運動会　校庭使用） 火 木 ＰＴＡ代表委員会 8 日
水
た

たてわり⑨
水
読

読書⑩
全学年4校時日課

9 土 月
委員会活動② こころの劇場6年

生特部会②（エピペン講習） 木 ４年自然教室② 土 火 9 金 日
（幼稚園運動会　予備日　校庭

使用）

水
学

ブロック定例研　Ｂ校長会

5校時日課 金 9 月 成人の日 木 ＰＴＡ代表委員会 木
全学年4校時日課
6年成績査定

10 日 火 蟯虫検査回収日（1年） 金 市内陸上大会 日 水 10 土 月
体育の日　（幼稚園運動会　予

備日　校庭使用） 木 土 10 火
平常日課・給食開始　身測

登指③-1　委員会活動⑨

４年５校時
金 金

防災教育の日　朝会②

全学年6校時　引き渡し訓練

11 月
登指①-1　給食開始・平
常日課（2～6年）　中学
入学式　身測2～6年

水
ス

Ｂ校長会　朝の運動① 土 中学体育祭 月
教育相談週間②
　～15日（金） 木 山の日 11 日 火 ＰＴＡ代表委員会 金

就学時健診3校時（初任研
⑤） 日 11

水
読

読書⑧　定例研4校時日課
Ｂ校長会　登③-2 土 建国記念の日 土

12 火
登校指導①-2　身測1年
幼稚園入園式 木 日 火 学校訪問　4校時日課 金 12 月 クラブ④

水
ス

定例研（公開）　朝の運
動④
4校時日課　Ｂ校長会

土 月
クラブ⑧

教育相談週間～16日（金） 12 木 日 日

13
水
朝

朝会①　委員会活動①（5・6年

6校時日課）　研究②　視力4・

6年
金

尿検査回収日
内科検診1年 月

クラブ活動②
評価検討委員会

水
た

たてわり③ 　歯磨き指導5年

個人面談①　変則5校時 土 13 火 学習参観・保護者会 木 日 火 13 金
避難訓練③（休憩時）
研究日⑫ 月 クラブ⑩ 月

1～5年４校時日課　卒予行

 6年平常日課

成績査定1～5年

14 木 １年給食開始 土 火
校内研修①
陸上大会予備日 木 個人面談②　変則5校時 日 14

水
ス

定例研　朝の運動③
Ｂ校長会 金 初任研③ 月 クラブ⑦

水
た

たてわり⑧　研究日⑪ 14 土 火 新入生保護者説明会 火
平常日課
（市内公立中卒業式）

15 金 日 水 県民の日 金 個人面談③　変則5校時 月 15 木 土 火 木 15 日
水
読

読書⑨　研究日⑭
水
読

6年通知表提出　1～5年
成績提出　幼稚園卒園式
読⑪

16 土 月 木
校内研修②
陸上大会予備日② 土 火 16 金 水泳学習終了 日

水
集

児童集会
研究日⑧ 金 初任研⑥ 16 月

クラブ⑨（クラブ発表
会・3年クラブ見学） 木 ６年社会科見学 木 卒業式準備　変則5校時

17 日 火 内科検診2・3年 金
陸上大会予備日
初任研② 日 水 17 土 月 クラブ⑤ 木 市内音楽会 土 17 火 金 金

卒業証書授与式
1～5年通知表提出

18 月
全学年５校時日課

学習参観・保護者会　ＰＴＡ総

会

水
集

児童集会 土 月 海の日 木 18 日 火 金
避難訓練②（消火・煙脱
出）子ども作品展（～20
日）

日 18
水
ス

朝の運動⑤　研究日⑬ 土 土

19 火
全国学力学習状況調査（６年）

視力・聴力1・2年

教育相談週間①～２８日（金）
木 ＰＴＡ代表委員会 日 火

全学年4校時日課　給食終了

個人面談④（１～５年）

修学旅行保護者説明会
金 19 月 敬老の日

水
た

たてわり⑤
研究日⑥ 土 月 個人面談①５校時日課 19 木 日 日

20
水
読

避難訓練①（経路確認）　読①

Ｂ校長会 金 月 プール清掃
水
集

終業式　児集（水泳）大掃除4校

時　職員会議　給なし4 土 20 火 木 日 火 個人面談②５校時日課 20 金 学習参観・保護者会 月 職員会議 月 春分の日

21 木 歯科検診2・4・6年 土 運動会 火 プール開き 木
夏季休業～８／３１

夏季補習①

個人面談④（６年）
日 21

水
た

たてわり④　研究日⑤ 金 月 研究日⑨
水
読

個人面談③５校時日課
読⑦　給食終了　職員会
議

21 土 火 火 平常日課

22 金
心電図検査1・4年
初任研① 日 運動会予備日

水
た

たてわり②　職員Ｘ線検
査
耳鼻科検診1・3・5年

金 夏季補習② 月 22 木 秋分の日 土
給なし4　学校公開日②学習参

観・保護者会　学校評議員会② 火 木
冬休みを迎える会

給食なし4校時　大掃除4校時 22 日
水
た

たてわり⑩1～5年
研究日⑮（まとめ）

水
読

読書⑫　給食終了

23 土 月 振替休業日 木
①学習参観・保護者会

５年林間学校説明会

学校評議員会①
土 火 23 金 日 水 勤労感謝の日 金 天皇誕生日 23 月 職員会議 木 木

給食なし4校時
大掃除4校時　職員会議

24 日 火
給食なし（弁当持参）
たてわりランチタイム 金 研究日③ 日 水 24 土 月 木 土 24 火 金 金

修了式
全学年３校時日課

25 月
職員会議　クラブ①
視力・聴力3・5年

水
読

尿・蟯虫検査予備日　読
②
歯科検診1・3・5年

土 月 夏季補習③ 木 25 日 火 職員会議 金
音楽集会・学習参観・保
護者会 日 25

水
学

授業研究会③ 土
学校公開日③
親子清掃（5校時） 土 学年末休業～31日

26 火
家庭訪問①　4校時日課
6年5校時日課 木 職員会議 日 火 夏季補習④ 金

職員会議　職員作業日
研究日④ 26 月 職員会議

水
集

児童集会（読書）
研究日⑦ 土 地区別音楽会 月 26 木 日 日

27
水
た

家庭訪問②4校時日課6年5校時

たてわり①（顔合わせ）

4年自然教室打合せ15：30
金 内科検診4・5・6年 月 職員会議　クラブ③ 水 夏季補習⑤ 土 27 火 前期末４校時日課 木 日 火 27 金 月 月

28 木
家庭訪問③　4校時日課
6年5校時日課 土 火 モアレ検診5年 木 日 市総合防災訓練 28

水
集

児童集会
前期末４校時日課 金 初任研④ 月 職員会議 水 28 土 火 火

29 金 昭和の日 日
水
読

読書③ 金 教育課程研究協議会 月 29 木
前期末4校時日課
成績査定 土 火 木 29 日 水

30 土 月 木 土 火 30 金
前期末４校時日

日
水
た

たてわり⑥　研究日⑩ 金 30 月 木 中学離任式

31 火 色覚（希望者）2年 日 ふるさと祭り 水 31 月 クラブ⑥ 土 31 火 金
離・退任式
教室移動（５年）

未定 未定

　　　　　平成　２８　年度 　年間行事計画
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

５年宿泊下見 6年宿泊下見
６年宿泊下見
定例研（部会別）

校外学習（３年）
校外学習（１年・２年）
音楽鑑賞教室

就学時検診
すこやか検診5年

校外学習（４年） 校外学習（３年）

個人面談

（教育相談）

（未終了者のみ）

１

夏季休業日の縮減

（５日間程度）

土曜授業（既存のオープンスクールで実施）

（２日間（学期に１回））

※振り替えは、夏・冬・春休業日で取得

【案１の場合の例】※夏期休業期間42日間（うち平日29日間）、冬期休業期間14日間の地域（うち平日８日間）
（増加させる日数）→長期休業5日間：２８コマ（週時程分） 土曜授業（８コマ（４コマ×２日） 本事例の場合：年間授業日数 １９９日⇒２０６日

（参考１－１）
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振替休業日

　　　　　平成　２８　年度 　年間行事計画

休日 参観懇談（2・４・５年）
振替休業日
（予備日②）

学校プール開放⑨
参観・懇談(3・5・6年）
心臓検診問診票回収（1年）
異学年交流朝読書①

ＡＬＴ⑥
前期通知表配付

学習発表会

休日

スポーツテスト予備

学校プール開放⑩
（こころの劇場観劇（6年））

参観・懇談(1・2・4年特別支援学

級）
異学年交流朝読書③

昭和の日 （予備日①）
地域の夏祭り→
雨天時：本校体育館

委員会⑧ 休日

1年生を迎える会
耳鼻科検診（1・4年）

運動会 学校プール開放⑯ スポーツテスト② 会場設営 委員会⑪

児童公開(346年） 冬季休業（～1/18) 参観懇談（1・3・6年）運動会前日準備
ＡＬＴ③
委員会⑥

夏休みプール開放 学校プール開放⑮ スポーツテスト①

児童公開(125年）
２学期終業式
（中学校終業式）

PTA役員会 尿検査２次
夏休み（～8/24）
夏休みプール開放

植栽活動（草とり）
心臓検診問診票配付(１年)
教育実習（～9/26)

クラブ⑦（撮影）
指導部会
実習終了

児童係会④
会場設営
児童用Ｐ配付

ALT⑧
異学年交流給食②

（6年薬物乱用防止教室） 学校公開②
委員会②
戸外清掃(予備日)

１学期終業式
２学期始業式
（学生ボランティア）
（中学校始業式）

児童係会③ 集団下校訓練③
修了式・離任式
後期通知表配付（1～5年)

研究日 異学年交流遠足予備 学校プール開放⑧ 保育園 運動会

勤労感謝の日 天皇誕生日
委員会⑬
特別委員会（反省）

委員会④ 学校プール開放⑦ （芸術鑑賞会）

卒業式
聴力検査（１・２・４年）
家庭訪問⑤（5時間）

（中学校終業式） 秋分の日

視力（２・４・５年特別支援学
級）
家庭訪問④（5時間）
戸外清掃(中休み)予定

内科検診（2・4・5年特別支援
学級）12:45～

全校音楽会 学校プール開放⑭

児童係会② 全校音楽会
ALT⑥
指導部会(反省)

委員会⑮（最終） 春分の日家庭訪問③（５時間）
クラブ④
読書週間～7/8

学校プール開放⑬ 異学年交流遊び③

３学期始業式
避難訓練③

全国学力学習状況調査
　　　　　　　　　　　（６年）
家庭訪問②（5時間）

ＡＬＴ④ 敬老の日

6年コンサート
家庭用Ｐ配付

異学年交流遊び⑤
（学校評価委員会）

事務部会（反省）
クラブ説明会（朝）
家庭訪問①（4時間）

海の日

委員会⑩ （中学生の職場体験）
異学年交流給食③
異学年交流お別れ会

（中学校卒業式）研究日 異学年交流遠足 学校プール開放⑥

（中学生の職場体験） ALT⑨ （中学校始業式） ６年：通知表配付
委員会③
運動器検診問診票配付
（～20日）

学校プール開放⑤ 5年　宿泊学習

参観・懇談(2・5・6年み）
参観（５校時）懇談/

ＰＴＡ総会

教育活動説明会
異学年交流給食①

３年　現地学習市内
6年　修学旅行

5年　宿泊学習

児童係会① クラブ⑨（最終）視力検査（１・３・６年）
市研究集会
（４時間授業）

6年　修学旅行 学校プール開放⑫

（4年　消防士来校）
委員会⑭交通安全教室 結核問診票回収 委員会⑤

4年　科学館見学
スポーツテスト（5年）②

学校プール開放⑪

研究集会
（４時間授業）

委員会⑫
学力検査（2～6年）
1年生給食開始

植栽活動

尿検査（１次）

眼科検診（１・４年）

PTA全校委員会

1年　動物園見学予備日

スポーツテスト（5年）①

スクールゾーン実行委員会

委員会⑨
心臓健診(1年)
　　　　　（9:30～11:00）

参観・懇談(1・3・4年） 建国記念の日委員会①
集団下校訓練①
学校関係者評価会

委員会⑦ 山の日

体育の日 PTA運営委員会 スキー学習（3～6年）植栽活動
参観・懇談
(4・5・6年特別支援学級)

学校プール開放④

教育相談⑤(5時間) 成人の日 花活動（種植え）
　

クラブ②
結核問診票配付

参観・懇談(1・2・3年) 学校プール開放③ 5年　美術館出前授業

就学時健診
異学年交流朝読書②
教育相談④(5時間)

二計測（2～6学年） 合同集団下校訓練
異学年交流遊び②
参観・懇談
(2・4・5年特別支援学級）

（特別支援学級の全市
運動会　予備日）

クラブ⑧ 教育相談③(5時間) 一日入学(中学校入学式)
内科検診（1・3・6年）
12:45～

参観・懇談(1・3・6年) （４年　現地学習）

異学年交流遊び④ 教育相談②(5時間) ALT⑩ 懇談（2・4・6年）
着任式/始業式/
入学式

避難訓練①
クラブ③
（3年　現地学習）

（1年　動物園見学）

特別支援学級の全市運動会 教育相談①(4時間)こどもの日
ＡＬＴ⑤、クラブ⑥
大学学生ボランティア
（～9日）

全校朝会(司会３年)
食育週間（～7日）

植栽活動（後片付け）/戸外清掃

読書週間（～21日）

家庭での読書週間（～21日）
みどりの日 （予備日③） クラブ⑤

文化の日 休日 懇談（1・3・5年み)憲法記念日 歯科検診、ALT②
開校記念日
学校プール開放②

ＡＬＴ⑦
（4年現地学習）
PTA役員会

休日 異学年交流遊び⑥ ６年生を送る会
全校朝会
ＡＬＴ①、クラブ①

異学年交流遊び① 学校プール開放① 避難訓練②

学校公開
異学年交流フェスタ

全校朝会 元日 全校朝会(司会１年)

１２月 １月 ２月 ３月 

入学受付9:00～
二計測(１年)

全校朝会
プール開き（６年）
（4年　現地学習）
　（水道・下水道）

全校朝会(司会４年）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 

夏季休業日の縮減

（５日間程度）

土曜授業（既存のオープンスクールで実施）

（２日）

※振り替えは、夏・冬・春休業日で取得

【案１の場合の例】※夏期休業期間30日間（うち平日20日間）、冬期休業期間23日間の地域（うち平日12日間）

（増加させる日数）→長期休業5日間：２８コマ（週時程分） 土曜授業（８コマ（４コマ×２日） 本事例の場合：年間授業日数 １９９日⇒２０６日

（参考１－２）
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月 火 水 木 金

朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察

朝読書など 朝読書など

１限 ① ⑦ ⑬ ⑱ ㉔

２限 ② ⑧ ⑭ ⑲ ㉕

中間休み 中間休み 中間休み 中間休み 中間休み

３限 ③ ⑨ ⑮ ⑳ ㉖

４限 ④ ⑩ ⑯ ㉑ ㉗

そうじ そうじ そうじ そうじ

５限 ⑤ ⑪ ⑰ ㉒ ㉘

帰りの会 帰りの会

６限 ⑥ ⑫ 校内研修 ㉓
委員会活動
／クラブ活動

帰りの会 帰りの会 帰りの会

【案２－１の場合の例　➀朝の時間を活用】

登　　　　校

業間休み

業間休み

会議・打合せ等
下校

給　　　　食

昼休み
ロング昼休み

昼休み

【朝】 短時間又は６０分

（参考２－１－①）

【朝】 短時間又は６０分 【朝】 短時間又は６０分
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月 火 水 木 金

朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察

朝読書など 朝読書など 朝読書など 朝読書など 朝読書など

１限 ① ⑦ ⑬ ⑱ ㉔

２限 ② ⑧ ⑭ ⑲ ㉕

中間休み 中間休み 中間休み 中間休み 中間休み

３限 ③ ⑨ ⑮ ⑳ ㉖

４限 ④ ⑩ ⑯ ㉑ ㉗

昼休み

そうじ そうじ そうじ

そうじ そうじ

５限 ⑤ ⑪ ⑰ ㉒ ㉘

帰りの会 帰りの会

６限 ⑥ ⑫ 校内研修 ㉓
委員会活動
／クラブ活動

帰りの会 帰りの会 帰りの会

【案２－１の場合の例　②昼休み後の時間を活用】

登　　　　校

業間休み

業間休み

会議・打合せ等
下校

給　　　　食

昼休み
ロング昼休み ロング昼休み

【昼休み】短時間又は６０分 【昼休み】短時間又は６０分 【昼休み】短時間又は６０分

（参考２－１－②）
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月 火 水 木 金

朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察

朝読書など 朝読書など 朝読書など 朝読書など 朝読書など

１限 ① ⑦ ⑬ ⑱ ㉔

２限 ② ⑧ ⑭ ⑲ ㉕

中間休み 中間休み 中間休み 中間休み 中間休み

３限 ③ ⑨ ⑮ ⑳ ㉖

４限 ④ ⑩ ⑯ ㉑ ㉗

そうじ そうじ そうじ そうじ

５限 ⑤ ⑪ ⑰ ㉒ ㉘

帰りの会 帰りの会

６限 ⑥ ⑫ 校内研修 ㉓
委員会活動
／クラブ活動

帰りの会 帰りの会 帰りの会

【案２－１の場合の例　③夕方の時間を活用】

登　　　　校

業間休み

業間休み

下校

会議・打合せ等

給　　　　食

昼休み
ロング昼休み

昼休み

【最後】短時間又は６０分 【最後】短時間又は６０分 【最後】短時間又は６０分

（参考２－１－③）
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月 火 水 木 金

朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察

朝読書など 朝読書など 朝読書など 朝読書など 朝読書など

１限 ① ⑦ ⑬ ⑱ ㉔

２限 ② ⑧ ⑭ ⑲ ㉕

中間休み 中間休み 中間休み 中間休み 中間休み

３限 ③ ⑨ ⑮ ⑳ ㉖

４限 ④ ⑩ ⑯ ㉑ ㉗

そうじ そうじ そうじ そうじ

５限 ⑤ ⑪ ⑰ ㉒ ㉘

帰りの会

６限 ⑥ ⑫ ㉙ ㉓
委員会活動
／クラブ活動

帰りの会 帰りの会 帰りの会 帰りの会 帰りの会

【案２－２の場合の例　１コマ増】

登　　　　校

業間休み

業間休み

会議・打合せ等下校

給　　　　食

昼休み
ロング昼休み

昼休み

１コマ増

（参考２－２）
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月 火 水 木 金

朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察 朝の会・健康観察

朝読書など 朝読書など 朝読書など

１限 ① ⑦ ⑬ ⑱ ㉔

２限 ② ⑧ ⑭ ⑲ ㉕

中間休み 中間休み 中間休み 中間休み 中間休み

３限 ③ ⑨ ⑮ ⑳ ㉖

４限 ④ ⑩ ⑯ ㉑ ㉗

そうじ そうじ そうじ そうじ

５限 ⑤ ⑪ ⑰ ㉒ ㉘

行間休み 行間休み 帰りの会(-14:20) 行間休み 帰りの会(-14:20)

６限 ⑥ ⑫ 校内研修 ㉓
委員会活動
／クラブ活動

帰りの会 帰りの会 帰りの会

【案３の場合の例　週２日15分を活用＋日数増４５分×１２コマ】

登　　　　校

業間休み

業間休み

下校
会議・打合せ等

給　　　　食

昼休み
ロング昼休み

昼休み

◇帯時間（黄色）の場所は、朝、昼休み後、夕方が考えられる。

【朝】 短時間又は６０分 【朝】 短時間又は６０分

（参考２－３）
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休業日の定めを弾力化した学校管理規則の例（小中学校関係のみ抜粋） 
 
 

事例１  
 
（事例のポイント） 
 ○ ベースとなる休業日を示した上で、校長裁量で長期休業期間を定める 
  仕組みをとっている。 
 

(休業日) 

 第 4 条 小中学校等における休業日は、次のとおりとする。 

  (1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

  (2) 日曜日及び土曜日 

  (3) 春季休業日 4 月 1 日から同月 4日まで 

  (4) 夏季休業日 7 月 21 日から 8月 26 日まで 

  (5) 冬季休業日 12 月 26 日から翌年 1月 6日まで 

  (6) 学年末休業日 3 月 26 日から同月 31 日まで 

   

 2 前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、校長は、あらかじめ   

  教育委員会に届け出て、同項第 3号から第 6号までに規定する休業日の期間 

  を短縮することができる。 

 3 前 2 項の規定にかかわらず、校長は、教育上及び学校運営上特に必要と 

  認め、教育長の承認を受けた場合、第 1項第 3号から第 6号までに規定する   

  休業日の期間を延長することができる 
 

  

（参考３） 
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事例２  
 
（事例のポイント） 
 ○ ベースとなる休業日を示した上で、授業日が一定の日数以上となるよう

に校長裁量で夏季休業と冬季休業期間を定める仕組みをとっている。 
 

（休業日) 

 第３条 学校の休業日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日 

  及び土曜日の他次の表に掲げるとおりとする。 

 学年始休業日 夏季休業日 冬季休業日 学年末休業日 

小学校 4 月 1 日から 4

月 7日まで 

7月21日から8

月 31 日までの

間で校長が定

める日 

12 月 24 日から

翌年 1月 6日ま

での間で校長が

定める日 

3 月 25 日から 3

月 31 日まで 

中学校 4 月 1 日から 4

月 5日まで 

7月21日から8

月 31 日までの

間で校長が定

める日 

12 月 24 日から

翌年 1月 6日ま

での間で校長が

定める日 

3 月 21 日から 3

月 31 日まで 

 2 校長は、前項に規定する休業日のほか、別に休業日を定めることができる。 

 3  校長は、前２項の規定により休業日を定めるときは、休業日を除く日（以 

  下「授業日」という。）が前条第１項に規定する期間において 205 日以上に 

  なるよう定めなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認め 

  る場合は、この限りでない。 

 4 校長は、第１項及び第 2項の規定により休業日を定めるときは、あらかじ 

  め教育委員会に届け出なければならない。 
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事例３  
 
（事例のポイント） 
 ○ 「特定の期間に授業を行うことにより、効果的な教育を実施することが 

  できるとき」は校長裁量で休業日を授業日とする仕組みをとっている。 

 

(休業日等) 

 第 3 条 学校における休業日は、次のとおりとする。 

 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

 (2) 日曜日及び土曜日 

 (3) 県民の日を定める条例に規定する日 

 (4) 春季休業日 4 月 1 日から同月 7日まで 

 (5) 夏季休業日 7 月 21 日から 8月 31 日までの間で校長が定める日 

 (6) 冬季休業日 12 月 25 日から翌年 1月 7日までの間で校長が定める日 

 (7) 学年末休業日 3 月 27 日から同月 31 日まで 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、市教育委員 

  会(以下「委員会」という。)の承認を受けた日 

 2 校長は、前項第 5号、第 6号又は第 8号の規定により休業日を定めるとき 

  は、あらかじめ委員会と協議し、休業日を除く日(以下「授業日」という。) 

  が、原則として 205 日以上になるように定めなければならない。 

 3 校長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休業日を授業日 

  とすることができる。この場合において、校長は、あらかじめ委員会の承認 

  を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会等恒例の学校行事に伴う  

  授業については、あらかじめ委員会に届け出るものとする。 

 (1) 前項の規定により、授業日を確保するために必要があるとき。 

 (2) 特定の期間に授業を行うことにより、効果的な教育を実施することがで 

   きるとき。 

 (3) 前 2 号に掲げるもののほか、特に必要があるとき。 
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事例４  
 
（事例のポイント） 
 ○ ベースとなる休業日を示した上で、夏季休業日、冬季休業日の合計が 
  50日以上となるように、校長裁量で長期休業期間を定める仕組みをとって 
  いる。 

 

（休業日） 

 第 36 条 休業日は、次のとおりとする。 

 (1) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）第 3条に規定する 

      休日 

  (2) 日曜日及び土曜日 

 (3) 開校記念日 

 (4) 夏季休業日 ７月 10 日から８月 31 日までの間において 25 日 

 (5) 冬季休業日 12 月 20 日から翌年２月 10 日までの間において 25 日 

 (6) 春季休業日 ３月 26 日から４月５日まで 

 2 前項第３号、第４号及び第５号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長   

  が定め、教育長に報告しなければならない。 

 3  校長は、第１項第４号及び第５号に掲げる休業日の総日数を変更しない 

  でそれぞれの休業日の日数を変更することができる。 

 5  校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第１項の規定にかかわ 

   らず、休業日を授業日とすることができる。 

 6  校長は、前項の規定により第１項第１号及び第２号の規定による休業日 

  を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。 
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事例５  
 

（事例のポイント） 
 ○ 休業日の定めとは別に、土曜授業の実施を規定。 

 

(休業日) 

 第 19 条の 2 学校教育法施行令第 29 条の規定に基づく休業日は、次のとお 

  りとする。 

 (1) 学年始め休業日 4 月 1 日から 4月 5日まで 

 (2) 夏季休業日 7 月 21 日から 8月 31 日まで 

 (3) 冬季休業日 12 月 24 日から翌年 1月 6日まで 

 (4) 学年末休業日 3 月 25 日から 3月 31 日まで 

 (5) 県民の日を定める条例に規定する日 

 (6) 臨時休業日 学年を通じて 7日以内で、校長があらかじめ教育委員会の   

   承認を得て定める日 

 2 校長は、前項第 2号の休業日については、あらかじめ短縮期間及びその理 

  由を教育委員会に届け出て、3日間(その期間中に日曜日、土曜日及び国民 

  の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日がある場合は、 

  その日を除く。)を限度として短縮することができる。 

 

(教育環境の充実のための措置) 

 第 19 条の 3 学校教育法施行規則第 61 条ただし書(同規則第 79 条の規定に  

  より準用する場合を含む。)の規定により、児童又は生徒の教育環境の充実 

  のため毎月の第 2土曜日及び第 4土曜日(教育委員会が別に定める日を除 

  く。)に授業を行うものとする。 
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短時間または長時間の授業時間の設定に際しての留意点及び考えられる学習活動例 

 

【授業時間設定に際しての留意点】 

✔ 各教科等の特質を踏まえた検討を行うこと 

✔ 単元や題材といった時間や内容のまとまりの中に適切に位置付けることにより、 

バランスの取れた資質・能力の育成に努めること 

✔ 授業のねらいを明確にして実施すること 

✔ 教科書や、教科書と関連付けた教材を開発するなど、適切な教材を用いること。 

教科等名 考えられる学習活動例（中学年以降の例） 

※ ここでは 15分を活用した授業時間の設定の例を示している。各教科等の特質を

踏まえ、45分授業のコマと 15分とを組み合わせて 60分の長時間授業を行う場合

もあれば、45分授業のコマと 15分の短時間授業を関連付けながら行う場合など

が想定される。その実施は、上記の留意点を十分に踏まえ、適切に指導計画に位

置付けて行う必要がある。 

国 語 例えば、自分の考えをまとめて適切に表現する学習活動として 

調べたことを基に考えたことを書き、書いた文章を読み合って感想や意

見を伝え合い自分の文章のよいところを見付けることなど 

社 会 例えば、学習の問題を追及する学習活動として、 

問題解決に必要な資料を集めて読み取り、それを基にして話合いに向け

た自分の意見をまとめることなど                    

算 数 例えば、数量や図形についての基礎的・基本的な知識及び技能や、思考

力、判断力、表現力等を伸ばす学習活動として、 

算数で学んだことを活用した問題解決を行い解決過程や結果を振り返り

学習についてまとめたり学んだことを適用したりしたのち、知識・技能

の習熟や維持を図ったり学んだことを活用した問題を解決したりするこ

となど 

理 科 例えば、問題解決の過程の充実を図る学習活動として、 

見通しをもった観察・実験を行いその結果を基に個人またはグループで

考察し、考察したことを全体で発表し合い結論を導き出すことなど 

音 楽 例えば、楽器の音や演奏のよさなどを味わう学習活動として、 

楽器の演奏を鑑賞し、その楽器の演奏を体験してみることなど                              

図画工作 例えば、自分の見方や感じ方を深める鑑賞の学習活動として 

美術作品を見て感じたことや考えたことについて友人と話し合い、自分

の言葉で整理することなど 

家 庭 例えば、課題解決の見通しをもつ学習活動として、 

生活に関わる課題の解決に向けて計画をたて、意見交流し改善すること

など     

資料２ 
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体 育 例えば、運動課題の解決に向けた思考・判断や他者に伝える力を養う学

習活動として、 

ボール運動に取り組み、ルールの工夫やチームの特徴に応じた作戦つく

りを行うことなど 

外国語科 

 

例えば、自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができるようにする学

習活動として、 

自分ができることや得意なことなどについて紹介するために伝えようと

する内容を整理したうえで、①紹介に必要な語句や基本的な表現を繰り

返し聞いたり話したり、②例文などを参考に、簡単な語句や定型表現を

使って紹介したことを書いたりすることなど                                         

外国語活動 

 

例えば、自分の考えや気持ちなどを伝え合うようにする学習活動として、 

物語などのまとまりのある話を聞いてその概要を理解したり話の中で使

われている簡単な語句や基本的な表現を用いて登場人物になりきってコ

ミュニケーションを図る活動に加えて、 

活動で慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いて自分や友人のこ

とについて質問したり質問に答えたりすることなど 

総合的な学習

の時間 

例えば、実社会・実生活に係る探究的な学習過程として、 

・ 複数グループの発表を聞きそれらを比較・分類・関連づけをして改

善点や次の課題を見いだしたりすること 

・ 専門家を招いて話を聞きつつ、体験を伴う学習を行うことなど                            

 

※ 道徳及び特別活動については、現行解説書でも短い時間の活用は通常考えられないと

整理されているところから、本表には含めていない。 

※ 上記の学習活動例は、各学校におけるこれまでの取組を踏まえた現時点の案。来年度

実施予定の調査研究事業において、具体的な事例を収集・提供する予定。 

※ ４５分と１５分の活用以外にも、２０分や３０分、４０分など、児童や地域の実態に

より様々な時間の活用が想定される。 

※ どのような学習活動を行うにしても、冒頭に記載の、【授業時間設定に際しての留意

点】を考慮することが求められる。 

※ 外国語活動について、「答申」では「週当たり１コマ相当の外国語活動を、短時間学

習で実施することは困難であり、小学校の教育課程全体を見通して弾力的な時間割編成

を行っていくことが必要である。」とされている。上記の外国語活動における学習活動

例は、年間授業時数に加えて発展的な内容に取り組んだり既習事項の定着を図ったりす

る際に考えられる例として整理している。 

28



 

小学校におけるカリキュラム・マネジメントの在り方に関する検討会議協力者 
 

 

 
天笠  茂   千葉大学教育学部特任教授 

 
小川  雅裕  横浜市立戸部小学校主幹教諭 

 

児玉  大祐  東京都教育委員会主任指導主事 

 

後藤  俊哉  横浜市立笠間小学校校長 

 

後藤  良秀  東京都町田市立鶴川第二小学校長 

 
齊藤  一弥  横浜市立六浦南小学校長 

 

佐伯  孝司  三鷹中央学園三鷹市立第三小学校長 

 
榮   秀之  横浜市立折本小学校校長 

 

末永  弘   杉並区立桃井第三小学校長 

 
染谷  和美  埼玉県久喜市立久喜東小学校長 

 

中嶋 のり子  千葉市教育委員会学校教育部指導課総括指導主事 

 
奈須  正裕  上智大学総合人間科学部教授 

 

野々平 美幸  北九州市教育委員会学務部小学校担当課長 

 
  長谷川 祐子  横浜市教育委員会事務局指導部指導部長 

 

藤村  徹   京都市教育委員会指導部学校教育課参与 

 

本間  俊   川崎市立宮前小学校長 
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